
□見積参考資料 - 歩掛や使用単価等について 

 件名：県道岡山赤穂線水文調査業務委託（８−１） 
 

（１）歩掛については、見積りにより決定している。ただし、「打合せ」については地質調査業務標準歩掛を採用している。 
 
（２）本業務は、下記のとおり見積りに基づき決定した単価を採用している。 

名称 単位 単価(円) 備考 
機械等損料 
(電気水質計・pHﾒｰﾀｰ） 

日 1,430  

 
（３） 水質試験、主成分分析（イオン分析）、溶存酸素（DO）測定の単価は、2025 年度の（公財）岡山県健康づくり財団の単価を 

採用している。酸化還元電位（ORP）測定は建設物価及び積算資料の単価の平均値を採用している。 
     
（４）最低制限価格について 

○最低制限価格の算出にあたっては、「岡山市建設コンサルタント業務等最低制限価格の設定に関する要綱」（以下において「最低制
限価格要綱」と表記）によるものとし、本業務については、下記①、②の業種区分を適用するものとする。                                                   

   ①委託数量総括表「地質調査業務」については、「最低制限価格要綱」第４条表中の業種区分「地質調査業務」で算出。 
    ②委託数量総括表「解析等調査業務」については、「最低制限価格要綱」第４条表中の業種区分「補償関係コンサルタント業務」で

算出。 
 

○①と②の合算額が税抜き設計金額の３分の２未満の場合は、税抜き設計金額に３分の２を乗じて得た額、①と②の合算額が税抜き
設計金額の１０分の８．５を超える場合は、税抜き設計金額に１０分の８．５を乗じて得た額とする。 


